
平成２６年３月３１日現在

検  査  施  設   の  名  称  及  び  所  在  地 区　　　　　分

法第２６条第１項
法第２６条第２項

  福井市光陽四丁目４番２７号   福井市光陽四丁目４番２７号 法第２６条第３項

法第２６条第１項
法第２６条第２項

　近江八幡市北之庄町９０８番地   近江八幡市北之庄町９０８番地 法第２６条第３項

法第２６条第１項
法第２６条第２項

　京都市山科区川田御出町３番地の４ 　京都市山科区上花山久保町１６番地の２ 法第２６条第３項

法第２６条第１項
法第２６条第２項

　大阪市中央区伏見町二丁目４番６号 　大阪市大正区三軒家東二丁目１１番１３号 法第２６条第３項

法第２６条第１項
法第２６条第２項

  大阪市浪速区下寺三丁目１１番１４号   大阪市浪速区下寺三丁目１１番１４号 法第２６条第３項

法第２６条第１項
法第２６条第２項

　神戸市東灘区御影塚町一丁目2番地 　神戸市東灘区御影塚町一丁目２番地 法第２６条第３項

法第２６条第１項
法第２６条第２項

　神戸市灘区岩屋北町一丁目８番１号 　神戸市東灘区御影本町四丁目４番２０号 法第２６条第３項

法第２６条第１項
法第２６条第２項

　神戸市中央区小野浜町１番９号 　神戸市中央区小野浜町１番９号 法第２６条第３項

法第２６条第１項
法第２６条第２項

　京都市中京区西ノ京三条坊町２番地の１３ 　京都市中京区西ノ京下合町１番地 法第２６条第３項

法第２６条第１項
法第２６条第２項

　滋賀県守山市水保町２４７７番地 　滋賀県守山市水保町２４７７番地 法第２６条第３項

法第２６条第１項
法第２６条第２項

　大阪市中央区本町１丁目８番１２号 　京都府相楽郡精華町光台３丁目６－１ 法第２６条第３項

法第２６条第１項
法第２６条第２項

　堺市堺区神南辺町１丁４番地6 　堺市堺区昭和通５丁７３番地６ 法第２６条第３項

法第２６条第１項
法第２６条第２項

　大阪市中央区上町一丁目１８番１５号 　大阪市中央区上町一丁目１８番１５号 法第２６条第３項

　　食品衛生法に基づく登録検査機関一覧
（主たる事務所もしくは事業所が近畿管内に設置されているものに限る）

登  録  検  査  機  関  及  び  所  在  地

（株）北陸環境科学研究所 （株）北陸環境科学研究所

（株）日吉 （株）日吉

（一社）京都微生物研究所 （一社）京都微生物研究所  総合科学分析センター

（一社）大阪食品衛生協会 （一社）大阪食品衛生協会  食品検査センター

 (株) 日本食品エコロジー研究所 （株）日本食品エコロジー研究所  食品分析センター

（株）島津テクノリサーチ  （株）島津テクノリサーチ

（株)東邦微生物病研究所（株)東邦微生物病研究所

（一社）日本油料検定協会 （一社）日本油料検定協会  綜合分析センター

 (公財）兵庫県予防医学協会 （公財）兵庫県予防医学協会

 (一財）ボーケン品質評価機構  (一財）ボーケン品質評価機構大阪事業所

（株）テクノサイエンス （株）テクノサイエンス

環境衛生薬品（株）関西学研ラボラトリー環境衛生薬品（株）

（株）総合水研究所食品分析センター（株）総合水研究所
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法第２６条第１項
法第２６条第２項

　東京都港区海岸三丁目１番８号   神戸市中央区波止場町３番４号 法第２６条第３項

法第２５条第１項

（一財）日本食品分析センター※ 法第２６条第１項
法第２６条第２項

　東京都渋谷区元代々木町５２番１号 法第２６条第３項

法第２６条第１項
法第２６条第２項

　茨木市彩都あさぎ七丁目４番４１号 法第２６条第３項

（一財）化学研究評価機構高分子試験・評価センター 法第２６条第１項

　　大阪事業所 法第２６条第２項

　東京都千代田区岩本町二丁目１１番９号 　東大阪市高井田中一丁目５番３号 法第２６条第３項

法第２６条第１項
法第２６条第２項

　東京都港区高輪三丁目２５番２３号 　大阪市住之江区南港中六丁目２番５７号 法第２６条第３項

法第２５条第１項
法第２６条第１項
法第２６条第２項
法第２６条第３項

法第２５条第１項
法第２６条第１項
法第２６条第２項
法第２６条第３項

法第２６条第１項
法第２６条第２項

　東京都中央区八丁堀一丁目９番７号   大阪市住之江区南港中六丁目２番４７号 法第２６条第３項

法第２６条第１項
法第２６条第２項

　東京都墨田区東駒形四丁目２２番４号   東大阪市水走３丁目６番１４号 法第２６条第３項

法第２６条第１項
法第２６条第２項

　東京都中央区日本橋一丁目２番５号 　大阪府河内長野市小山田町３４５番地 法第２６条第３項

法第２６条第１項
法第２６条第２項

　東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 　大阪市住之江区南港北１丁目２４番２２号 法第２６条第３項

  ※印は、本部が関東信越厚生局管内で、検査を行う検査施設が近畿厚生局管内にあるもの

（一社）日本海事検定協会※ （一社）日本海事検定協会  大阪理化学分析センター

（一財）日本文化用品安全試験所※ （一財）日本文化用品安全試験所  大阪事業所

（株）日本エコテック※ （株）日本エコテック  大阪分析センター

いであ（株）※ いであ（株）食品分析センター

管内検査機関２３機関 ２４施設

　東京都港区芝大門２丁目４番６号 　神戸市中央区港島南町３丁目２番６号

（一財）食品環境検査協会※ （一財）食品環境検査協会  神戸事業所

　東京都江東区新木場二丁目１０番３号 　神戸市中央区港島３丁目２番１号

　　食品衛生法に基づく登録検査機関一覧
（主たる事務所もしくは事業所が近畿管内に設置されているものに限る）

登  録  検  査  機  関  及  び  所  在  地

（一財）日本冷凍食品検査協会※ （一財）日本冷凍食品検査協会  関西事業所

 (一社) 全日検※  (一社）全日検  全日検理化学分析センター

（一財）日本食品分析センター  大阪支所

　吹田市豊津町３番１号

（一財）日本食品分析センター  彩都研究所

（一財）化学研究評価機構※

（一財）新日本検定協会※ （一財）新日本検定協会  ＳＫ阪神分析センター
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